
目

次

（
�
印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

規

則

�
香
川
県
港
湾
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
港

湾

課
）

一

告

示

�
字
の
区
域
に
編
入
す
る
旨
の
届
出

（
自
治
振
興
課
）

�
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
扶
助
担
当
機
関
の
指
定

（
健
康
福
祉
総
務
課
）

三

�
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
を
休
止
し
た
旨
の
届
出
（

〃

）

�
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
介
護
扶
助
担
当
機
関
の
指
定

（

〃

）

�
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
事
業
所
の
名
称
等
の
変
更
の
届
出

（

〃

）

�
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
（

〃

）

四

�
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
事
業
者
の
指
定

（
長
寿
社
会
対
策
課
）

�
海
岸
保
全
区
域
の
指
定

（
水

産

課
）

公

告

�
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
（
二
件
）
（
経
営
支
援
課
）

五

�
地
籍
調
査
の
成
果
の
認
証

（
農

政

課
）

六

�
土
地
改
良
事
業
の
適
否
決
定

（
土
地
改
良
課
）

�
土
地
改
良
事
業
計
画
変
更
の
適
否
決
定

（

〃

）

七

�
土
地
改
良
事
業
に
係
る
換
地
計
画
の
適
否
決
定

（

〃

）

�
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
（
二
件
）

（
建

築

課
）

�
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
（
公
共
施
設
）
の
完
了

（

〃

）

香
川
県
港
湾
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
一
月
十
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

香
川
県
規
則
第
二
号

香
川
県
港
湾
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

香
川
県
港
湾
管
理
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
香
川
県
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
八
条
第
三
項
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
一

号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

船
舶
油
濁
損
害
賠
償
保
障
法
（
昭
和
五
十
年
法
律
第
九
十
五
号
）
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る

タ
ン
カ
ー
油
濁
損
害
賠
償
保
障
契
約
若
し
く
は
同
法
第
三
十
九
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
一
般
船

舶
油
濁
損
害
賠
償
等
保
障
契
約
が
締
結
さ
れ
て
い
な
い
日
本
国
籍
を
有
し
な
い
船
舶
（
二
千
ト
ン
を

超
え
る
ば
ら
積
み
の
油
を
積
載
し
な
い
同
法
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
タ
ン
カ
ー
及
び
同
条
第
四

号
の
二
に
規
定
す
る
一
般
船
舶
で
総
ト
ン
数
が
百
ト
ン
未
満
の
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
許
可
の
申

請
又
は
船
舶
の
事
故
に
よ
る
損
害
賠
償
等
に
係
る
義
務
を
正
当
な
理
由
な
く
履
行
し
て
い
な
い
者
か

ら
の
許
可
の
申
請
で
あ
る
場
合

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

●
香
川
県
告
示
第
十
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表

の
下
欄
に
掲
げ
る
土
地
を
当
該
上
欄
に
掲
げ
る
字
の
区
域
に
平
成
十
七
年
一
月
十
四
日
か
ら
編
入
す
る
旨
、

満
濃
町
長
か
ら
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
七
年
一
月
十
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

第 ４ 号

平 成１７年

１月１４日（金曜日）

規

則

告

示

上

欄

下

欄

○

○

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香

川

県

報

平
成
十
七
年
一
月
十
四
日

（
第
九
二
〇
一
号
）

一



仲
多
度
郡
満
濃
町
大
字
岸
上
字
池

下

仲
多
度
郡
満
濃
町
大
字
岸
上
字
岡
谷
一
三
六
九
の
二
、
一
三

七
四
の
二
、
一
三
七
四
の
三
、
一
三
七
五
の
二
、
一
三
七
五

の
三
、
一
三
七
六
の
二
、
一
三
七
六
の
三
、
一
三
七
七
の
二
、

一
三
七
七
の
三
、
一
三
七
八
の
二
、
一
三
八
三
の
二
、
一
三

八
四
の
二
、
一
三
八
五
の
四
、
一
三
八
九
の
三
、
一
三
九
〇

の
二
、
一
三
九
一
の
二
、
一
三
九
一
の
乙
及
び
こ
れ
ら
の
区

域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
・
水
路
で
あ
る
町
有
地
の
一
部
並

び
に
字
岡
谷
一
三
八
五
の
一
、
一
三
八
五
の
二
、
一
三
八
八

に
隣
接
す
る
道
路
で
あ
る
町
有
地
の
一
部

仲
多
度
郡
満
濃
町
大
字
岸
上
字
池
奥
一
五
二
七
の
一
部
、
一

六
三
八
の
五
八

仲
多
度
郡
満
濃
町
大
字
岸
上
字
池
奥
一
六
三
八
の
八
、
一
六

三
八
の
一
六
、
一
六
三
八
の
四
一
か
ら
一
六
三
八
の
四
四
ま

で
、
一
六
三
八
の
五
〇
、
一
六
三
八
の
五
九
に
隣
接
す
る
道

路
で
あ
る
町
有
地
の
一
部

仲
多
度
郡
満
濃
町
大
字
岸
上
字
宇
戸
一
四
八
〇
の
二
及
び
こ

れ
に
隣
接
す
る
道
路
・
水
路
で
あ
る
町
有
地
の
全
部
並
び
に

字
宇
戸
一
六
四
二
に
隣
接
す
る
道
路
で
あ
る
町
有
地
の
一
部

仲
多
度
郡
満
濃
町
大
字
岸
上
字
岡

谷

仲
多
度
郡
満
濃
町
大
字
岸
上
字
大
谷
一
三
三
二
の
七
か
ら
一

三
三
二
の
九
ま
で

仲
多
度
郡
満
濃
町
大
字
岸
上
字
椿
谷
一
三
九
三
、
一
三
九
四
、

一
三
九
七
の
乙
、
一
三
九
八
の
一
か
ら
一
三
九
八
の
三
ま
で
、

一
七
二
九
に
隣
接
す
る
水
路
で
あ
る
町
有
地
の
一
部

仲
多
度
郡
満
濃
町
大
字
岸
上
字
椿

谷

仲
多
度
郡
満
濃
町
大
字
岸
上
字
大
谷
一
三
三
二
の
一
、
一
三

三
二
の
五
、
一
三
三
二
の
六
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
す

る
道
路
で
あ
る
町
有
地
の
全
部

仲
多
度
郡
満
濃
町
大
字
岸
上
字
岡
谷
一
七
七
〇
の
一
、
一
七

七
〇
の
三

仲
多
度
郡
満
濃
町
大
字
岸
上
字
寺

山

仲
多
度
郡
満
濃
町
大
字
岸
上
字
岡
谷
一
三
三
七
の
七
、
一
三

四
九
の
二
、
一
三
四
九
の
五
、
一
三
五
〇
の
二
、
一
三
五
〇

の
三
、
一
三
五
八
の
二
、
一
三
五
八
の
三
、
一
三
五
九
の
二
、

一
三
五
九
の
四
、
一
三
六
一
の
二
、
一
三
六
一
の
三
、
一
三

六
六
の
二
、
一
三
六
六
の
三
、
一
三
六
七
の
二
、
一
三
六
七

の
三
、
一
三
六
八
の
二
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す

る
道
路
・
水
路
で
あ
る
町
有
地
の
一
部
並
び
に
字
岡
谷
一
三

五
〇
の
一
、
一
三
五
三
の
一
、
一
三
五
三
の
二
、
一
三
五
四
、

一
三
五
六
に
隣
接
す
る
水
路
で
あ
る
町
有
地
の
一
部

仲
多
度
郡
満
濃
町
大
字
岸
上
字
池
下
一
二
四
一
、
一
二
四
二

の
一
、
一
七
三
八
の
二
に
隣
接
す
る
道
路
で
あ
る
町
有
地
の

全
部

仲
多
度
郡
満
濃
町
大
字
岸
上
字
宇

戸

仲
多
度
郡
満
濃
町
大
字
岸
上
字
池
下
一
七
三
〇
の
一
、
一
七

三
〇
の
一
八
に
隣
接
す
る
水
路
で
あ
る
町
有
地
の
一
部

仲
多
度
郡
満
濃
町
大
字
岸
上
字
大

谷

仲
多
度
郡
満
濃
町
大
字
岸
上
字
寺
山
一
二
六
八
の
二
及
び
こ

れ
に
隣
接
す
る
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部
並
び
に
字
寺
山

一
二
六
六
、
一
二
六
七
、
一
二
六
八
の
一
、
一
二
七
一
の
一
、

一
二
七
一
の
二
、
一
七
五
〇
に
隣
接
す
る
水
路
で
あ
る
国
有

地
の
全
部

仲
多
度
郡
満
濃
町
大
字
岸
上
字
池

奥

仲
多
度
郡
満
濃
町
大
字
岸
上
字
宇
戸
一
六
四
一
、
一
六
四
二
、

一
六
四
四
の
一
、
一
六
四
五
の
一
、
一
六
四
五
の
三
、
一
六

四
五
の
四
、
一
六
四
六
の
一
、
一
六
四
六
の
七
、
一
六
四
九

の
一
、
一
六
四
九
の
三
に
隣
接
す
る
道
路
で
あ
る
町
有
地
の

一
部

仲
多
度
郡
満
濃
町
大
字
岸
上
字
池
下
一
二
二
四
、
一
二
二
五

の
一
、
一
二
二
六
の
一
か
ら
一
二
二
六
の
三
ま
で
、
一
七
三

〇
の
六
三
、
一
七
三
〇
の
六
四
、
一
七
三
〇
の
六
六
、
一
七

三
〇
の
六
八
か
ら
一
七
三
〇
の
七
一
ま
で
、
一
七
三
〇
の
七

三
、
一
七
三
〇
の
九
六
、
一
七
三
〇
の
九
七
、
一
七
三
〇
の

九
九
、
一
七
三
〇
の
一
〇
五
、
一
七
三
〇
の
一
〇
六
、
一
七

三
〇
の
一
一
九
に
隣
接
す
る
道
路
・
水
路
で
あ
る
町
有
地
の

一
部

香

川

県

報

平
成
十
七
年
一
月
十
四
日

（
第
九
二
〇
一
号
）

二



備
考

右
記
地
番
は
、
平
成
十
六
年
八
月
四
日
現
在
の
登
記
簿
に
よ
る
。

●
香
川
県
告
示
第
十
一
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の
た

め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
七
年
一
月
十
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
十
二
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
医

療
機
関
か
ら
当
該
医
療
機
関
を
休
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
七
年
一
月
十
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
十
三
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
介

護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
若
し
く
は
居
宅
介
護
支
援
計
画
の
作
成
又
は
施
設
介
護
を
担
当
さ
せ
る
機
関

を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
七
年
一
月
十
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
十
四
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
介
護
機
関
の
事
業
所
の
名
称
等
の
変
更
に
つ
い
て
次
の
と
お

り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
七
年
一
月
十
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

休

止

年

月

日

名

称

所

在

地

平
成
一
六
、
九
、
三

医
療
法
人
社
団
に
し
も

ん
小
児
科
医
院

丸
亀
市
大
手
町
一
丁
目
四
番
二
五
号

指

定

年

月

日

事
業
所
（
施
設
）
の

名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
（
開
設
者
）

の
名
称
及
び
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

平
成
一
六
、
九
、
二
二

介
護
老
人
保
健
施
設

リ
リ
ッ
ク
・
ケ
ア
セ

ン
タ
ー

東
か
が
わ
市
湊
水
入

一
八
六
七
―
二

社
会
福
祉
法
人
瑞
祥

会東
か
が
わ
市
白
鳥
二

九
八
四
番
地

通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ

ョ
ン

短
期
入
所
療
養
介
護

変
更
年
月
日

事
業
所
（
施
設
）
の
名
称

及

び

所

在

地

事
業
者
（
開
設
者
）

の
名
称
及
び
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

変

更

前

変

更

後

平
成
一
六
、
一
一
、

一
五

医
療
法
人
社
団

健
成
会
河
田
病

院観
音
寺
市
観
音

寺
町
甲
五
〇
五

番
地

医
療
法
人
社
団

健
成
会
河
田
病

院観
音
寺
市
茂
木

町
五
丁
目
五
番

三
二
号

医
療
法
人
社
団
健
成
会

河
田
病
院

観
音
寺
市
茂
木
町
五
丁

目
五
番
三
二
号

訪
問
看
護

居
宅
療
養
管
理

指
導

介
護
療
養
型
医

療
施
設

平
成
一
六
、
一
一
、

一
五

大
平
産
婦
人
科

医
院

観
音
寺
市
観
音

寺
町
甲
七
六
一

番
地

大
平
産
婦
人
科

医
院

観
音
寺
市
茂
木

町
四
丁
目
六
番

一
六
号

大
平
繁
夫

観
音
寺
市
茂
木
町
四
丁

目
六
番
一
六
号

居
宅
療
養
管
理

指
導

介
護
療
養
型
医

療
施
設

指
定
年
月
日

指
定
訪
問
看
護
事
業
者

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

名

称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

名

称

所

在

地

平
成
一
六
、
一
一
、
二

六

香
川
町

香
川
郡
香
川
町
大
字
川
東

上
一
八
六
五
番
地
一
三

香
川
町
訪

問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ

ン

香
川
郡
香
川
町

大
字
浅
野
一
二

五
六
番
地
一

香

川

県

報

平
成
十
七
年
一
月
十
四
日

（
第
九
二
〇
一
号
）

三



●
香
川
県
告
示
第
十
五
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
当
該
介
護
機
関
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出

が
あ
っ
た
。

平
成
十
七
年
一
月
十
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
十
六
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
居
宅
サ

ー
ビ
ス
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
七
年
一
月
十
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
十
七
号

海
岸
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
一
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
海
岸
保
全
区
域
を
次
の

と
お
り
指
定
す
る
。

平
成
十
七
年
一
月
十
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

平
成
一
六
、
一
一
、

一
五

特
別
養
護
老
人

ホ
ー
ム
豊
恩
荘

観
音
寺
市
観
音

寺
町
甲
七
五
七

番
地
一

特
別
養
護
老
人

ホ
ー
ム
豊
恩
荘

観
音
寺
市
茂
木

町
四
丁
目
六
番

二
号

社
会
福
祉
法
人
繁
永
会

観
音
寺
市
茂
木
町
四
丁

目
六
番
二
号

介
護
老
人
福
祉

施
設

短
期
入
所
生
活

介
護

廃

止

年

月

日

事
業
所
（
施
設
）
の

名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
（
開
設
者
）

の
名
称
及
び
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

平
成
一
六
、
一
一
、
三
〇

有
限
会
社
多
田
羅
薬

局
タ
タ
ラ
薬
局
丸
亀

店丸
亀
市
通
町
一
二
番

地
一

有
限
会
社
多
田
羅
薬

局
タ
タ
ラ
薬
局
丸
亀

店丸
亀
市
通
町
一
二
番

地
一

居
宅
療
養
管
理
指
導

平
成
一
六
、
一
〇
、
三
〇

長
尾
歯
科
医
院

綾
歌
郡
綾
歌
町
栗
熊

東
七
四
六
の
二

長
尾
千
津
子

綾
歌
郡
綾
歌
町
栗
熊

東
七
四
六
の
二

居
宅
療
養
管
理
指
導

平
成
一
六
、
一
一
、
三
〇

宇
多
津
調
剤
薬
局

綾
歌
郡
宇
多
津
町
大

字
東
分
四
九
―
三
六

守
家
昭
良

綾
歌
郡
宇
多
津
町
大

字
東
分
四
九
―
三
六

居
宅
療
養
管
理
指
導

介
護
保
険

事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称

及

び

所

在

地

申
請
者
の
名
称
、
代
表

者
の
氏
名
及
び
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地

指
定
年
月
日

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

三
七
七
〇
一

〇
三
四
三
四

介
護
付
有
料
老
人
ホ
ー
ム

ロ
イ
ヤ
ル
ケ
ア
高
松

高
松
市
福
岡
町
四
丁
目
二

八
番
三
〇
号

株
式
会
社
シ
ニ
ア
ラ
イ
フ

ア
シ
ス
ト

代
表
取
締
役

�
西
和
久

高
松
市
福
岡
町
四
丁
目
二

八
番
三
〇
号

平
成
十
七
年

一
月
一
日

特
定
施
設

入
所
者
生

活
介
護

三
七
七
〇
一

〇
三
四
四
二

ロ
イ
ヤ
ル
ケ
ア
高
松
デ
イ

サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

高
松
市
福
岡
町
四
丁
目
二

八
番
三
〇
号

株
式
会
社
シ
ニ
ア
ラ
イ
フ

ア
シ
ス
ト

代
表
取
締
役

�
西
和
久

高
松
市
福
岡
町
四
丁
目
二

八
番
三
〇
号

〃

通
所
介
護

三
七
七
〇
七

〇
〇
一
五
五

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
み
な
み

東
か
が
わ
市
横
内
三
〇
四

番
地
五

有
限
会
社
東
か
が
わ
福
祉

会代
表
取
締
役

南
原
茂
夫

東
か
が
わ
市
横
内
六
二
五

番
地
一

平
成
十
七
年

一
月
五
日

〃

沿
岸
名

漁
港
名

地
区
海
岸
名

海

岸

保

全

区

域

燧
灘
沿

岸

伊
吹
漁

港

伊
吹
漁
港
海

岸
（
北
浦
地

区
）

一

指
定
場
所

観
音
寺
市
伊
吹
町
字
多
中
元
、
字
北
向
山
地
先

二

指
定
区
域

香

川

県

報

平
成
十
七
年
一
月
十
四
日

（
第
九
二
〇
一
号
）

四



●
香
川
県
公
告
第
二
十
九
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
聴
取
し
た
意
見
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
を
同
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
一
月
十
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
届
出
に
係
る
公
告

平
成
十
六
年
香
川
県
公
告
第
四
百
三
十
二
号

二

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
届
出
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

パ
ル
テ
ィ
・
フ
ジ
志
度
西
エ
リ
ア

さ
ぬ
き
市
志
度
字
花
池
尻
二
四
四
八
番
ほ
か

三

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
さ
ぬ
き
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

意
見
な
し

四

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
し
た
者
及
び
当
該
意
見
の
概
要

１

意
見
書
を
提
出
し
た
者

さ
ぬ
き
市
商
工
会

２

意
見
の
概
要

出
店
地
は
国
道
十
一
号
線
の
バ
イ
パ
ス
的
役
割
を
持
つ
県
道
高
松
志
度
線
沿
い
に
位
置
し
、
周
辺

は
志
度
グ
リ
ー
ン
タ
ウ
ン
、
県
営
住
宅
等
々
の
大
型
集
合
住
宅
地
域
で
あ
り
、
ま
た
、
志
度
小
学
校

・
中
学
校
・
高
校
等
が
立
地
す
る
文
教
地
域
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
オ
ー
プ
ン
時
や
休
祭
日
の
ピ
ー
ク

時
等
に
お
い
て
交
通
渋
滞
が
発
生
し
、
周
辺
で
営
業
し
て
い
る
商
業
者
及
び
住
民
の
利
便
が
損
な
わ

れ
る
場
合
に
は
、
臨
時
駐
車
場
の
確
保
や
誘
導
員
の
増
員
等
に
よ
る
対
策
に
つ
い
て
配
慮
さ
れ
た
い
。

基
点
一
、
基
点
二
、
基
点
三
、
基
点
四
、
基
点
五
、
基
点

六
、
基
点
七
、
基
点
八
、
基
点
九
、
基
点
一
〇
、
基
点
一
一
、

補
助
点
四
、
補
助
点
三
、
補
助
点
二
、
補
助
点
一
、
基
点
一

を
順
次
に
直
線
で
結
ん
だ
線
で
囲
ま
れ
た
区
域

三

基
点
及
び
補
助
点
の
表
示
（
角
度
の
表
示
は
、
方
向
角
と

す
る
。
）

基
点
一

観
音
寺
市
伊
吹
町
字
上
滝
ノ
宮
一
六
五
九
番
地

の
国
土
地
理
院
二
等
三
角
点
伊
吹
島
（
北
緯
三
四

度
八
分
四
・
二
九
一
八
秒
、
東
経
一
三
三
度
三
一

分
四
〇
・
四
九
七
二
秒
）
か
ら
一
一
〇
度
三
五
分

一
〇
秒
、
九
一
四
・
二
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
二

基
点
一
か
ら
一
六
四
度
二
六
分
、
八
・
七
メ
ー

ト
ル
の
地
点

基
点
三

基
点
二
か
ら
七
七
度
四
二
分
、
二
三
・
一
メ
ー

ト
ル
の
地
点

基
点
四

基
点
三
か
ら
七
〇
度
一
四
分
、
二
〇
・
四
メ
ー

ト
ル
の
地
点

基
点
五

基
点
四
か
ら
五
七
度
三
二
分
、
二
四
・
九
メ
ー

ト
ル
の
地
点

基
点
六

基
点
五
か
ら
五
八
度
二
一
分
、
二
三
・
八
メ
ー

ト
ル
の
地
点

基
点
七

基
点
六
か
ら
六
三
度
四
四
分
、
二
〇
・
一
メ
ー

ト
ル
の
地
点

基
点
八

基
点
七
か
ら
五
〇
度
三
六
分
、
五
三
・
四
メ
ー

ト
ル
の
地
点

基
点
九

基
点
八
か
ら
五
八
度
一
四
分
、
二
八
・
〇
メ
ー

ト
ル
の
地
点

基
点
一
〇

基
点
九
か
ら
六
三
度
五
六
分
、
六
・
〇
メ
ー

ト
ル
の
地
点

基
点
一
一

基
点
一
〇
か
ら
三
二
八
度
四
九
分
、
八
・
九

メ
ー
ト
ル
の
地
点

補
助
点
一

基
点
二
か
ら
三
四
四
度
一
二
分
、
三
五
・
〇

メ
ー
ト
ル
の
地
点

補
助
点
二

基
点
四
か
ら
三
二
五
度
四
一
分
、
三
五
・
〇

メ
ー
ト
ル
の
地
点

補
助
点
三

基
点
八
か
ら
三
二
九
度
一
四
分
、
三
五
・
〇

メ
ー
ト
ル
の
地
点

補
助
点
四

基
点
一
〇
か
ら
三
二
九
度
一
四
分
、
三
五
・

〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

公

告

香

川

県

報

平
成
十
七
年
一
月
十
四
日

（
第
九
二
〇
一
号
）

五



ま
た
、
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
を
損
な
う
お
そ
れ
の
あ
る
騒
音
防
止
に
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
廃
棄

物
等
の
保
管
、
処
理
に
関
し
適
正
な
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
環
境
美
化
に
努
め
ら
れ
た
い
。

五

意
見
書
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間

１

縦
覧
場
所

香
川
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
さ
ぬ
き
市
産
業
経
済
部
商
工
観
光
課

２

縦
覧
期
間

平
成
十
七
年
一
月
十
四
日
（
金
曜
日
）
か
ら
同
年
二
月
十
四
日
（
月
曜
日
）
ま
で

●
香
川
県
公
告
第
三
十
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
聴
取
し
た
意
見
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
を
同
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
一
月
十
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
届
出
に
係
る
公
告

平
成
十
六
年
香
川
県
公
告
第
四
百
三
十
三
号

二

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
届
出
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

パ
ル
テ
ィ
・
フ
ジ
志
度
東
エ
リ
ア

さ
ぬ
き
市
志
度
字
渕
田
尻
二
四
二
五
番
一
ほ
か

三

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
さ
ぬ
き
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

意
見
な
し

四

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
し
た
者
及
び
当
該
意
見
の
概
要

１

意
見
書
を
提
出
し
た
者

さ
ぬ
き
市
商
工
会

２

意
見
の
概
要

出
店
地
は
国
道
十
一
号
線
の
バ
イ
パ
ス
的
役
割
を
持
つ
県
道
高
松
志
度
線
沿
い
に
位
置
し
、
周
辺

は
志
度
グ
リ
ー
ン
タ
ウ
ン
、
県
営
住
宅
等
々
の
大
型
集
合
住
宅
地
域
で
あ
り
、
ま
た
、
志
度
小
学
校

・
中
学
校
・
高
校
等
が
立
地
す
る
文
教
地
域
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
オ
ー
プ
ン
時
や
休
祭
日
の
ピ
ー
ク

時
等
に
お
い
て
交
通
渋
滞
が
発
生
し
、
周
辺
で
営
業
し
て
い
る
商
業
者
及
び
住
民
の
利
便
が
損
な
わ

れ
る
場
合
に
は
、
臨
時
駐
車
場
の
確
保
や
誘
導
員
の
増
員
等
に
よ
る
対
策
に
つ
い
て
配
慮
さ
れ
た
い
。

ま
た
、
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
を
損
な
う
お
そ
れ
の
あ
る
騒
音
防
止
に
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
廃
棄

物
等
の
保
管
、
処
理
に
関
し
適
正
な
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
環
境
美
化
に
努
め
ら
れ
た
い
。

五

意
見
書
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間

１

縦
覧
場
所

香
川
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
さ
ぬ
き
市
産
業
経
済
部
商
工
観
光
課

２

縦
覧
期
間

平
成
十
七
年
一
月
十
四
日
（
金
曜
日
）
か
ら
同
年
二
月
十
四
日
（
月
曜
日
）
ま
で

●
香
川
県
公
告
第
三
十
一
号

仲
多
度
郡
満
濃
町
の
行
っ
た
地
籍
調
査
の
成
果
は
、国
土
調
査
法（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
国
土
調
査
の
成
果
と
し
て
認
証
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
一
月
十
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

調
査
を
行
っ
た
時
期

平
成
十
四
年
度
か
ら
平
成
十
六
年
度
ま
で

二

成
果
の
名
称

１

仲
多
度
郡
満
濃
町
地
籍
図

２

仲
多
度
郡
満
濃
町
地
籍
簿

三

調
査
を
行
っ
た
地
域

大
字
岸
上
の
一
部

四

認
証
年
月
日

平
成
十
七
年
一
月
十
四
日

●
香
川
県
公
告
第
三
十
二
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
三
豊
郡
山
本
町
土
地
改
良
区
が
土
地
改
良
事
業
（
単
独
県
費
補
助
土
地

改
良
事
業
（
水
路
改
修
事
業
）
踊
池
地
区
）
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
七
年
一
月
四
日
適
当
と
決
定

し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
山
本
町
産
業
振
興
課
に
お
い
て
平
成
十
七
年
一
月
二
十
一
日
か
ら
同
年
二
月
十
日
ま

で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
一
月
十
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

香

川

県

報

平
成
十
七
年
一
月
十
四
日

（
第
九
二
〇
一
号
）

六



●
香
川
県
公
告
第
三
十
三
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
坂
出
市
松
山
土
地
改
良
区
が
土
地
改
良
事
業
（
基
盤
整
備
促
進
事
業

（
ほ
場
整
備
事
業
）
松
山
中
村
地
区
）
計
画
を
変
更
す
る
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
四
日

適
当
と
決
定
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
坂
出
市
環
境
経
済
部
農
林
水
産
課
に
お
い
て
平
成
十
七
年
一
月
二
十
日
か
ら
同
年
二

月
十
九
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
一
月
十
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
三
十
四
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
五
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
坂

出
市
松
山
土
地
改
良
区
の
土
地
改
良
事
業
（
基
盤
整
備
促
進
事
業
（
区
画
整
理
事
業
）
松
山
中
村
地
区
）

の
換
地
計
画
に
つ
い
て
適
当
と
す
る
旨
決
定
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
坂
出
市
環
境
経
済
部
農
林
水
産
課
に
お
い
て
平
成
十
七
年
一
月
二
十
日
か
ら
同
年
二

月
九
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
一
月
十
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
三
十
五
号

次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第

三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
一
月
十
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

丸
亀
市
中
府
町
一
丁
目
五
九
―
二
、
五
九
―
三
及
び
五
九
―
四

二

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

高
松
市
今
里
町
二
丁
目
一
二
番
一
九
号

大
和
工
商
リ
ー
ス
株
式
会
社
高
松
支
店

支
店
長

草
薙
直
樹

●
香
川
県
公
告
第
三
十
六
号

次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第

三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
一
月
十
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

坂
出
市
加
茂
町
字
下
所
一
一
六
三
―
一
〇
、
一
一
六
三
―
三
二
及
び
同
地
先
水
路

二

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

坂
出
市
林
田
町
一
九
九
三
―
六

株
式
会
社
レ
オ
ッ
ク
ス

代
表
取
締
役

藤
井
徳
志
郎

●
香
川
県
公
告
第
三
十
七
号

次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
う
ち
、
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法

（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
一
月
十
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

坂
出
市
加
茂
町
字
下
所
一
一
六
三
―
一
〇
、
一
一
六
三
―
三
二
及
び
同
地
先
水
路

二

工
事
を
完
了
し
た
公
共
施
設
の
種
類
、
位
置
及
び
区
域

１

道
路

道
路
（
有
効
幅
員
六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
、
延
長
一
〇
三
・
五
六
メ
ー
ト
ル
）

坂
出
市
加
茂
町
字
下
所
一
一
六
三
―
一
〇
の
一
部
、
一
一
六
三
―
三
二
の
一
部
及
び
同
地
先
水
路

２

公
園

公
園
（
面
積
一
〇
三
・
九
五
平
方
メ
ー
ト
ル
）

坂
出
市
加
茂
町
字
下
所
一
一
六
三
―
三
二
の
一
部

２

排
水
施
設

排
水
管
（
直
径
三
〇
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
、
延
長
八
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
）

坂
出
市
加
茂
町
字
下
所
一
一
六
三
―
一
〇
の
一
部

三

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

坂
出
市
林
田
町
一
九
九
三
―
六

株
式
会
社
レ
オ
ッ
ク
ス

代
表
取
締
役

藤
井
徳
志
郎

香

川

県

報

平
成
十
七
年
一
月
十
四
日

（
第
九
二
〇
一
号
）
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七
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所

香
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県
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購
読
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円
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香

川

県

報

平
成
十
七
年
一
月
十
四
日

（
第
九
二
〇
一
号
）
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